
最高裁情政第593号

令和4年10月28日

最高裁判所事務総局経理局長殿

一
日
一最高裁判所事務総局情報政策課長染谷・武

裁判官等用ディスプレイの購入(令和5年度分）について（依

頼）

裁判官等用ディスプレイの購入（令和5年度分）について、別紙の仕様書のとお

り契約を締結してください。



仕様書

第1 件名

裁判官等用ディスプレイの購入（令和5年度分）

第2 調達の目的及び概要

本案件は、裁判官等が執務に使用するディスフ･レイ （以下「本件機器」 とい

う。 ） を購入するものである。

第3 調達物品

別紙1のとおり

第4引渡し場所及び数量

別紙2のとおり

ただし、 引渡し数量の振り分けは調達開始時点での想定であり、契約締結後

に振り分けを変更する可能性があるので、変更があった場合は対応すること。

なお、引渡し総数量は変更しない。

第5 引渡し期限

令和5年8月31日

ただし、契約締結後、上記引渡し期限までの期間内で、受注者において可能な

範囲で速やかに引渡しすること。

第6 ：引渡し作業

“受注者は、第3の調達物品について、契約締結後に最高裁判所より提供される

引渡先の裁判所の担当者情報（所属庁及び部署名、氏名、電話番号及びメールア

ドレスを想定）に記載された担当者との間で直接やりとりを行い、作業日程や引

渡方法等を調整した上、 引渡し先の裁判所から指示された日時・場所において、

設置まで行ったうえで引渡しすること。

第7 提出物

1 本件機器について、 引渡しする機器ごとに引渡日、引渡場所、 メーカー名、

メーカー型番及び保証期間が分かる一覧表をマイクロソフ|､株式会社の「■



、

￥ 、
0値T 4 ’」により読み取り可能な形式で作弓

成して最高裁判所に令和5年8月31日までに引渡しすること。

2 本件機器について納品時に、引渡しする機器ごとの保証書及び納品書をく引

渡し先の裁判所に引渡しすること。

第8 保守

1 初期不良について

本件機器については、 引渡し後、初期不良が判明した場合には受注者の負

担により速やかに交換するとともに設置についても行うこと。なお、本件機

器の付属品に初期不良が判明した場合には、受注者の負担により速やかに代

替品と交換するとともに配送についても行うこと。

2 引渡後の故障等について

引渡し期限の翌日から最低でも1年間の無償保証期間を設けること。

なお、無償保証の内容としてはく明らかに利用者の故意によると判断され

るものと最高裁判所との間で協議が整ったもの以外の故障又は異常について、

無償での修理又は代替品との交換等による速やかな対応を想定している。

また､受注者において、無償保証の対応窓口を設置することは想定してい

ない。

おって､無償保証期間中のメーカー対応窓口の連絡先等について、契約締

結後、最高裁判所に提示すること。

第9 業務の再委託

1 受注者は，原則として，第6の作業（以下「本作業」 という。 ）の全部又は

一部を第三者に委託しないこと。ただし，受注者において委託が必要であると

判断した場合は,‐その理由と委託する範囲を明示した上，書面により最高裁判

所に申請し，事前に承諾を得ること。

2 委託することについて最高裁判所の承諾が得られた場合には，受注者は,再

委託の相手方に対して本仕様書に記載された事項について受注者と同等の義務



を負わせるものとし，再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものと

する。

第］0 特記事項

1 受注者は、本作業に際して、本件機器及び引渡し先の裁判所の設備を損傷す

ることのないように養生するなどし、十分注意すること。

2 第3の調達物品の梱包材等の撤去は、 引渡し先の裁判所からの指示により、

受注者において行うこと。

3 本契約に関連して受注者側に発生する通信交通費（出張旅費、最高裁判所等

への連絡交通費、連絡用車両の損料及び電話、郵便等の通信費） 、機器等の

搬入等に関する費用については受注者の負担とし、別途最高裁判所に対し請

求しないものとする。

4 受注者は、本契約に関連して最高裁判所が質問に対する回答、検査及び資料

の提出等を求めた場合には、適切に応じること。

5 この仕様書に定めのない事項及びその他疑義のある場合には、その都度、最

高裁判所及び受注者が協議して定めるものとする。



(別紙1）
要求仕様

ワイド液晶ディスプレイ
項目

サイズ

表示方式

解像度 ・

表示色

輝度

コントラスト

視野角

表面処理

要求仕様

27インチ以上28インチ以下

カラーTFT液晶

3840×2160ドット以上

最大1677万色以上

250cd/㎡以上

1000:1以上

上下､左右いずれも160度以上

ノングレア又はハーフグレア

HDM1用ボートを2口以上搭載していること又は

HDMI用ボートを1口以~こかつDisplayPort用ボートを1口以上搭載していること
入力端子

チルト機能(上方向15.以上､下方向3．以上)及び高さ調節機能(調節幅100nm以上)を有していること調整機能

スピーカーが内蔵されていること､テレビチューナーが非搭載であること､HDMIケーブル(4K対応)が付属
していること

その他

q
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(別紙2）

”岬了 ’式数0『． ‐ ､ w

千代田区隼町4－2 122

本館 和光市南2-3-8 82

別館 和光市南2-3-5 9

総合研修所 .;-;- - 和光市南2-3-, ： ，
′ ｜高裁 ’ ｜千代田区霞が関1-1-4 1821
1tlh卦 ’千代m反語が閨1-1-4 1 1191

~~~－－斗

…1
千代田区霞が関1-1-4

千代田区霞が関1－1－4
幟

｜ ｜拠点名
最高裁判所

’ 1 1最高裁判所

篇
研修所

研修所

所職員

東京高裁管内
5東京

6東京’

7東京

8東京

9東京 ､

10東京

11横浜

12横浜

13横浜

14横浜

15横浜

16横浜

17さいたま

18さいたま

19さいたま

2oさいたま

21さいたま

22さいたま

23千葉

24千葉

25干葉

26千葉

27千葉

28千葉

29千葉

30千葉

31千葉
32水戸

33水戸

34水戸

35水戸

36水戸

37水戸

38水戸

39宇都宮

4o宇都宮

41宇都宮

42宇都宮

43宇都宮

44宇都宮

45前橋

46前橋

47前橋

48前橋

49前橋

50前橋

51静岡

52静岡

53静岡

54静岡

55静岡

56静岡

57静岡

58甲府

59甲府

60長野

61長野

62長野

東京

横浜

棒雲毒炉一篝炉一炉

宇都宮

宇都宮

宇都宮

橋橋
一別一別
搾一調

静岡

静岡

静岡

一
瞬 執行センター

中目黒庁舎

目黒区目黒本町2-26-14

東京都目黒区中目黒2-4-1
千代田区霞が関1-1-2

6

地裁 沁
一
祁
一
“
｜
師
一
打
－
６

家裁

地家裁 立川市緑町10－4立川支部

横浜市中区日本大通9

横浜市中区寿町1-2
地裁

家裁

地家裁

地家裁

地家裁

地家裁

地裁

家裁

地家裁

地家裁

相模原市中央区富士見6-10-1相模原支部

川崎支部 川崎市川崎区富士見1-1-3

横須賀市新港町1-9

小田原市本町1-7-9

さいたま市浦和区高砂3-16-45

さいたま市浦和区高砂3-16-45

越谷市東越谷9-2-8

川越市宮下町2-1-3
熊谷市宮町1-68

秩父市上町2-9-12

千葉市中央区中央4-11-27

千葉市中央区中央4-11-27

焔
－
５横須賀支部

小田原支部 掴
一
塊
一
屹
一
β
｜
咽

越谷支部

川越支部

熊谷支部

秩父支部

地家裁

地家裁

９
’
１
．
｜
卵
－
９
’
４
’
１

地裁

家裁

地家裁

地家裁

佐倉支部

一宮支部

佐倉市弥勒町92

長生郡一宮町一宮2791

地家裁 松戸支部

木更津支部

館山支部

松戸市岩瀬無番地 ６
４
１
３
１
８
４
１

１

１

地家裁

地家裁

木更津市新田2－5－1

館山市北条1073

|匝瑳市八日市場ｲ2760地家裁

地家裁

地裁

八日市場支部

佐原支部 香取市佐原イ3375

水戸市大町1-1-38

家裁 水戸市大町1-1-38

日立市幸町2-10-12

土浦市中央1-13-12

龍ケ崎市4918

行方市麻生143

下妻市下妻乙99

宇都宮市小幡1-1-38

宇都宮市小幡1－1－38

真岡市荒町5117-2

大田原市中央2-3-25

栃木市旭町16-31

足利市丸山町621

前橋市大手町3-1-34

前橋市大手町3-1-34

沼田市材木町甲15o

太田市浜町17－5

地家裁

地家裁

日立支部

土浦支部 8

龍ヶ崎支部

麻生支部

下妻支部

癖
》
》
嘘
塞
犠
嶬

2

１
｜
凶
一
個
－
３
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
３

真岡支部

大田原支部

栃木支部

足利支部

地家裁

地家裁 ２
｜
焔

際
地家裁
地家裁

３

沼田支部

太田支部

1

4

》
》
嘘

桐生支部
高崎支部

桐生市相生町2-371-5
高崎市高松町26-2

静岡市葵区追手町10-80

1

８
｜
打
－
８

吃

家裁

地家裁

地家裁

静岡市葵区城内町1-20

沼津市御幸町21-1
富士市中央町2-7-1
下田市4-7-34

沼津支部

富士支部 ２
’
１
｜
吃

地家裁

地家裁

地家裁

下田支部

浜松支部

掛川支部

浜松市中区中央1-12-5

掛川市亀の甲2-16－1
甲府市中央1〒10-7

1

地家裁

地家裁

地家裁

地家裁

地家裁

10

都留市中央2-1-1

長野市旭町1 108

上田市中央西2－3－3

佐久市岩村田1161

松本市丸の内10-35

諏訪市諏訪1-24-22

１
ｌ
９
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
６

２
ｌ

都留支部

上田支部

佐久支部

長野

長野

地家裁

地家裁

松本支部

諏訪支部

“
ｌ
Ｍ



65長野

66長野

67新潟

68新潟

69新潟

70新潟

71新潟

72新潟

73新潟

大阪高裁管内
74大阪

75大阪 ’

76大阪
77大阪

78大阪

79大阪

80 京都
81京都

82京都

83京都

84京都

85京都

86神戸

87神戸

88神戸

89神戸

90神戸

91神戸

92神戸

93 神戸

94神戸

95神戸

96神戸

97奈良

98奈良

99奈良

100大津

101大津

102大津

103和歌山

104和歌山

105和歌山

106和歌山

名古屋高裁管内
107名古屋

108名古屋

109名古屋

110名古屋

111名古屋

112名古屋

113名古屋

114名古屋

115津

116津

117津

118津

119津

120津

121岐阜

122岐阜

123岐阜

124岐阜

125岐阜

126福井
127福井

128福井

新潟

新潟

癖癖諏一坤謬鈩戸良良
神奈奈

大津

和歌山

地家裁 飯田支部 飯田市江戸町1-21
． 地家裁 伊那支部 伊那市西町4841

地裁 新潟市中央区学校町通'一’ 。
家裁 ・ 新潟市中央区川岸町1-54-1 3

地家裁 三条支部 三条市東三条2-2-2

地家裁 新発田支部 新発田市中央町4-3-27 2
地家裁 佐渡支部 佐渡市中原356-2

地家裁 長岡支部‘ 長岡市三和3－9－28 4
地家裁 高田支部 上越市大手町1-26 2

高裁 大阪市北区西天満2-1-10 79

地裁 大阪市北区西天満2-1-10 、 70

地裁 執行センター 大阪市淀川区三国本町1-13-27 4

家裁 大阪市中央区大手前4-1-13 26

地家裁 堺支部 堺市堺区南瓦町2-28 25

地家裁 岸和田支部 岸和田市加守町4-27-2 8

京都市中京区菊屋町(丸田町通柳馬場東入ル）地裁了 43
家裁 京都市左京区下鴨宮河町1 9

地家裁 園部支部 ′南丹市園部町小桜町30

地家裁 舞鶴支部 舞鶴市字南田辺小字南裏町149

地家裁 宮津支部 宮津市字島崎2043-1

地家裁 福知山支部 福知山市字内記9

地裁 神戸市中央区橘通2-2-1 35

家裁 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 8

地家裁 明石支部 明石市天文町2-2-18 3

地家裁 伊丹支部 伊丹市千僧1-47-1 ‘4
地家裁 柏原支部 丹波市柏原町柏原439 1

地家裁 洲本支部 洲本市山手1-1-18

地家裁 尼崎支部 尼崎市水堂町3-2-34 16

地家裁 姫路支部 姫路市北条1-250 17

地家裁 社支部 加東市社490-2 1

地家裁 龍野支部 たつの市龍野町上霞城131

地家裁 豊岡支部 豊岡市京町12-81
地家裁 奈良市登大路町35 16
地家裁 葛城支部 大和高田市大字大中101-4 5
地家裁 五條支部 五條市新町3-3-1
地家裁 大津市京町3-1-2 15

地家裁 彦根支部 彦根市駅東町1-13 2

地家裁 長浜支部 長浜市南呉服町6-22
地家裁 、 和歌山市二番丁1 12

地家裁 御坊支部 御坊市湯川町財部515-2 了 2地家裁 田辺支部 田辺市新屋敷町5
地家裁 新宮支部 新宮市千穂3-7-13

L島八

高裁 名古屋市中区三の丸1-4-1 28

高裁 金沢支部 金沢市丸の内7-1 5
地裁 名古屋市中区三の丸1－4－1 33

家裁 名古屋市中区三の丸1-7-1 13

地家裁 半田支部 半田市宮路町200-2 3

地家裁 一宮支部 一宮市公園通4－17 7
地家裁 ・ 岡崎支部 岡崎市明大寺町奈良井3 17

地家裁 ． 豊橋支部 豊橋市大国町110 6
地家裁 ，津市中央3-1 13
地家裁 松阪支部 松阪市中央町36-1

地家裁 伊賀支部 伊賀市上野丸之内130-1

地家裁 伊勢支部 伊勢市岡本1-2-6 2
地家裁 熊野支部 熊野市井戸町784

地家裁 四日市支部 四日市市三栄町1-22 7

地家裁 岐阜市美江寺町2-4-1 18

地家裁、 多治見支部 多治見市小田町1-22-1 2

地家裁 御嵩支部 可児郡御嵩町御嵩1177
＝地家裁 大垣支部 大垣市丸の内1－22 2
地家裁 高山支部 高山市花岡町2-63-3
地家裁 福井市春山1－1－1 8

地家裁 武生支部 越前市日野美2-6

地家裁 、敦賀支部 敦賀市松栄町6-10
地裁 金沢市丸の内7-1 ､ 10

家裁 金沢市丸の内7－1 3

地家裁 小松支部 小松市小馬出町11

地家裁

地家裁

飯田市江戸町1-21

伊那市西町4841
新潟市中央区学校町通1－1

新発田支部

佐渡支部

長岡支部

識一嘘

地家裁

地家裁

伊丹市千僧1-47-1

丹波市柏原町柏原439

姫路支部

社支部

姫路市北条1-250

加東市社490-2

地家裁

地家裁

地家裁

豊岡市京町12-81
奈良市登大路町35

大和高田市大字大中101-4

五條市新町3-3-1

彦根支部

長浜支部地家裁

地家裁

長浜市南呉服町6-22

和歌山市二番丁1

地家裁

地家裁

地家裁

地家裁

大垣支部

高山支部

福井市春山1－1－1

越前市日野美2-6
敦賀市松栄町6-10

錘
一
蔀

池
一
柳

131 1金沢



'七尾市馬出町ハ部1-2
｜輪島市河井町15部49‐輪島市河井町15部49-

墓地家裁地家裁
曜劉

132金沢

i l33金沢

134富山

135富山

136富山

広島高裁管内
137広島

138広島

139広島

14O広島

141広島

142広島

I 143広島
144広島

145広島
146山口

147山口
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令和5年1月19日

地方裁判所事務局長殿 東京、大阪、名古屋、広島

福岡、仙台、札幌、高松

最高裁判所事務総局民事局総括参事官橋爪 信

最高裁判所事務総局情報政策課参事官内田 曉

裁判官用ディスフ・レイの整備について（事務連絡）

民事訴訟手続を始めとして、裁判手続のデジタル化に向けた動きが本格化してい

ますが、今般、デジタル化に対応した裁判官の執務環境整備の一環として、民事訴

訟事件を担当する裁判官が執務室内で使用するためのディスプレイ （以下「裁判官

用ディスプレイ」 という。 ）を、下記の整備方針等に基づき整備することとしまし

存
ノー0

ついては､別紙の納入関係作業等の実施につき、よろしくお取り計らいください。

なお、納入物の検査に係る通知は、追って経理局より発出される予定です。

記

1 整備方針

民事裁判書類電子提出システムの運用が開始される2記載の地方裁判所8

庁の民事訴訟事件を担当する裁判官（判事及び判事補）に対して、概ね1人1

台ずつ、裁判官用ディスプレイを整備する。

なお、各庁に整備するディスプレイの合計台数は2記載のとおりである。

2 整備先及び整備台数

東京地方裁判所 219台

大阪地方裁判所 96台

名古屋地方裁判所 41台



広島地方裁判所

福岡地方裁判所

仙台地方裁判所

札幌地方裁判所
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(別紙）

納入関係作業等

1 納入業者（契約上の受注者）

リコージャパン株式会社

2納入期限

令和5年3月28日 （火）

3 納入日程の調整

令和5年2月上旬頃に納入業者より各庁の窓口担当者宛てに納入日程等の調整

についてメール又は電話にて連絡をするため、令和5年1月27日 （金）までに、

別添の様式に必要事項を記載して5記載の連絡先にメールで送付し、各庁の窓口担

当者を届け出る。

|愚 、 ,.・ …なお、同メールの表題は、 「

に“ …、 ｜」 とする。

4 留意事項

（1） ディスプレイの設置について

納入にあたり、納入業者が開梱、組立て及び設置作業を行うので、設置場所へ

の案内及び必要に応じて同作業への立会いを行う （開梱、組立て及び設置作業に

は、 1台につき20分程度を要する見込みである。 ） 。

なお、開梱及び組立作業を行う部屋を別途確保し、同室で作業を行った上で設

置場所に移動して設置させることも差し支えない。

また､納入業者が行うディスプレイの設置作業にパソコンや電源等への接続作

業は含まれないので､机上等に設置されたディスプレイのパソコン及び電源との

接続は職員において行う必要がある。

（2）保証書及び納品書について

作業完了後、納入業者から納入する機器ごとの保証書及び納品書が提出される



ので、相違ないか確認すること。

なお、保証書及び納品書は各庁で保管すること。

（3） 受注者における入庁手続等について

受注者が庁舎に入庁するために必要な手続及び作業の際の執務室等の開錠､施

錠等を行う。

（4）情報の提供許可

本作業の実施に当たり、各庁の担当者が受注者に対し、機密性2情報及び非公

表情報を提供する場合には､平成19年3月22日付け最高裁判所事務総局情報

政策課長通達「情報セキュリティに関する対策基準について」 （平成30年1 1

月30日改正）及び平成30年11月30日付け最高裁判所事務総局情報政策課

長通知「情報セキュリティに関する対策基準の運用について」に基づき、必要な

許可等を得て、必要な措置を施した上で提供すること。

5連絡先

最高裁判所事務総局情報政策課情報セキュリティ室デジタル基盤第二係

電話番号（直通） ’ ‐ ｜ (内線）

メーリングリスト ｜ ‐~ ← ｜

本件に関して不明な点等がある場合には､本連絡先宛て電話又はメールで照会す

I

ブ

Oo



(別添）

窓口担当者情報入力フォーム(※1）

庁名

裁判所名

裁判所所在地(住所）

窓口担当者氏名(※2）

所属部署

連絡先電話番号(直通又は代表十内線）

メールアドレス(J･NETアドレス）

※1本情報はすべて契約業者に伝えますので、電話番号等は契約業者にお知らせしても

差支えのないものをお願いします。

※2窓口担当者を複数名記載する場合には、本書式の行を増やす､並列して記載する等、
適宜の方法で追記してください。



（庶ろ－15-B)

平成31年2月28日

~、／一

|東京．横浜， さいたま，

……鍵"唾壜驚岡榊"冠＝
最高裁判所事務総局行政局第一課長小田真治

平成30年度における労働関係事件担当裁判官用ディスプレ

イ等の整備について（事務連絡）

労働関係事件については，近年，増加傾向にあるとともに， 内容が複雑困難化し

ている現状にあります。

そこで，裁判官の争点整理や判決書等の起案を容易にするなど， より効率的かつ

正確な事務処理を支援するため，標記のディスフ°レイ等を別紙のとおり整備するこ

ととしましたのでお知らせします。

なお，納入時期及び納入の詳細については，別途，受注者と調整していただくこ

とになりますので，念のため， 申し添えます。



(別紙）

1 整備予定機器

(1) 液晶ディスプレイ （イイヤマ製ProLite XUB2390HS-B3)

（2） ワイヤレスキーボード （ロジクール製Wireless Keyboard K275)

2整備庁及び整備式数

(1) 東京地方裁判所

（2） 横浜地方裁判所

（3） さいたま地方裁判所

（4） 千葉地方裁判所

（5） 大阪地方裁判所

（6） 京都地方裁判所

（7） 神戸地方裁判所

（8） 名古屋地方裁判所

（9） 福岡地方裁判所
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